地域活性化交流事業

＊「地域づくり団体　申請～助成決定までのながれ」＊

１． 各市役所、役場、の担当窓口へ推薦を依頼　（地域づくり団体から市町村へ）
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２． （社）沖縄県対米請求権事業協会へ申請 （地域づくり団体から沖縄県対米請求権事業協会へ）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３． 助成の決定通知　（沖縄県対米請求権事業協会から地域づくり団体へ）
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（社）沖縄県対米請求権事業協会





⑩ 助成金の請求








⑨ 助成金の確定通知








⑧ 事業実施結果報告





⑥ 助成の決定通知








各申請団体へ通知





事業説明


　（文書依頼）





助成の当否決定通知





⑦ 事業実施





⑤ 助成の申請





（社）沖縄県対米請求権事業協会より各申請団体に対し、助成の当否決定を通知する。





⑪ 助成金交付





県内各市町村（役所、役場）





④ 推薦


（推薦書交付）





② 広報（周知）





③ 推薦依頼





地域づくり団体








